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１ 火 ９：３０ 本会議 

議長報告、行政報告、施政方針説明、報告事項 
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２ 水 ９：３０ 本会議 

一般質問（５名） 

（午前）岩永議員・八木議員 

（午後）内村議員・金子議員 

        西岡議員  

 

３ 木 ９：３０ 本会議 

一般質問（５名） 

（午前）堤議員・西田議員 

（午後）河野議員・安部議員 

    中村議員 

 

４ 金 ９：３０ 本会議 
議案に対する質疑・採決（委員会付託以外の議案）

議案に対する質疑･付託（委員会付託議案） 

５ 土 ― 休 会  

６ 日 ― 休 会  

７ 月 ９：３０ 委員会 付託案件審査 

８ 火 ９：３０ 委員会 付託案件審査 

９ 水 ９：３０ 委員会 付託案件審査 

１０ 木 ９：３０ 委員会 付託案件審査 

１１ 金 ９：３０ 委員会 付託案件審査 

１２ 土 ― 休 会  

１３ 日 ― 休 会  

１４ 月 ９：３０ 委員会 付託案件審査 

１５ 火 ９：３０ 委員会 付託案件審査予備日、委員長報告取りまとめ 

１６ 水 ９：３０ 本会議 委員長報告・採決（委員会付託議案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◎一般質問通告一覧（令和４年第１回長与町議会定例会）   令和４年３月 
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令和４年第１回長与町議会定例会 

議事日程（第１号） 

令和４年３月１日（火） 

午前９時３０分 開議 

日程 議案番号 件        名 備 考 

１ ― 会議録署名議員の指名 
 

２ ― 会期の決定 
 

３ ― 議長報告 
 

４ ― 行政報告 
 

５ ― 施政方針説明  

６ 報告１ 
長与小学校体育館改修工事請負契約の変更に係る専決処分の報告に

ついて 
 

７ 報告２ 
都市計画道路西高田線整備計画に伴う高田踏切拡幅工事の施行協定

の変更に係る専決処分の報告について 
 

８ １ 
令和３年度長与町一般会計補正予算（第１１号）の専決処分の承認

を求めることについて 
 

９ ２ 
令和３年度長与町一般会計補正予算（第１２号）の専決処分の承認

を求めることについて 
 

１０ ３ 長与町企業立地促進条例  

１１ ４ 長与町職員等の旅費支給条例の一部を改正する条例  

１２ ５ 長与町国民健康保険税条例の一部を改正する条例  

１３ ６ 長与町分担金徴収条例の一部を改正する条例  

１４ ７ 長与町敬老祝金支給条例の一部を改正する条例  

１５ ８ 長与町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例  

１６ ９ 
長与町消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する

条例 
 

１７ １０ 町道路線の廃止について  

１８ １１ 町道路線の認定について  

１９ １２ 令和３年度長与町一般会計補正予算（第１３号）  

２０ １３ 令和３年度長与町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）  

 

 

 

 



２１ １４ 令和３年度長与町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）  

２２ １５ 令和３年度長与町介護保険特別会計補正予算（第３号）  

２３ １６ 
令和３年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別会計補正

予算（第１号） 
 

２４ １７ 令和４年度長与町一般会計予算  

２５ １８ 令和４年度長与町駐車場事業特別会計予算  

２６ １９ 令和４年度長与町国民健康保険特別会計予算  

２７ ２０ 令和４年度長与町後期高齢者医療特別会計予算  

２８ ２１ 令和４年度長与町介護保険特別会計予算  

２９ ２２ 令和４年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別会計予算  

３０ ２３ 令和４年度長与町水道事業会計予算  

３１ ２４ 令和４年度長与町下水道事業会計予算  

３２ ２５ 長与町固定資産評価審査委員会委員の選任について  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○議長（山口憲一郎議員） 

皆さん、おはようございます。開会に先立ちまして皆様に申し上げます。新型コロナ

ウイルス感染予防のため、場内でのマスク着用をお願いいたします。 

ただいまから令和４年第１回長与町議会定例会を開会いたします。 

これから本日の会議を開きます。 

日程に入る前に、先に御逝去された吉岡清彦議員を悼み、一言申し上げます。吉岡清

彦議員は、平成３年４月、長与町議会議員となられ、８期連続３０年以上の長きにわた

り、住民の代表として本町の福祉の向上と町政の発展に寄与してこられました。長与町

議会を代表いたしまして、ここに謹んで哀悼の意を表したいと思います。 

それでは、本日の日程に入ります。 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は会議規則第１２７条

の規定により、１０番岩永政則議員、１１番堤理志議員を指名いたします。 

日程第２、会期の決定の件を議題とします。お諮りします。本定例会の会期は、本日

から３月１６日までの１６日間にしたいと思います。 

御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、会期は本日から３月１６日までの１６日間に決定しました。 

日程第３、議長報告を行います。議長報告でありますが、お手元に配布したとおりで

あります。次に請願陳情について申し上げます。請願はありません。陳情は要望１件で

参考配布としております。 

以上で議長報告を終わります。 

日程第４、行政報告を行います。行政報告の発言を許します。 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

皆さん、おはようございます。行政報告に先立ちましてお許しをいただき、私の方か

らも一言御挨拶を申し上げます。先に御逝去された吉岡清彦議員に対しまして、謹んで

哀悼の言葉を述べさせていただきます。吉岡議員は、平成３年の初当選以来、総務常任

委員長や議会運営委員長を歴任され、また多年にわたり自治会長として地域のために御

尽力をいただくなど、本町の発展に多大なる貢献をされております。議会の一般質問で

は、環境施策や健康寿命など、たくさんの御指摘をいただき、時には激しく、また時に

は温かな激励のお言葉もいただきました。私の初めての一般質問も吉岡議員であったわ

けでございます。地域の皆さんに愛されました、たくさんの方々から信頼されていまし

た吉岡清彦議員に心から感謝の意を表し、安らかなる御冥福をお祈り申し上げたいと思

っております。そしてまた、ロシアがウクライナに侵攻するという事態が発生していま

すけれども、ウクライナの国民の安否が案ぜられる中、いち早い終息を願ってやまない



わけでございます。 

さて、令和４年第１回長与町議会定例会をお願いいたしましたところ、大変御多用の

中に御出席を賜り厚く御礼を申し上げます。本日から開会をしていただくわけでござい

ますが、本議会におきましても新年度の当初予算をはじめ、多くの議案をお願いいたし

ております。長期間になると思いますが、御審議を賜りますようよろしくお願い申し上

げます。 

それでは令和３年１２月から令和４年２月にかけての行政報告をさせていただきます。

お手元に配布のとおり、例年でございましたら各種会議など多くの行事が開催される時

期でございましたが、新型コロナウイルス感染防止のため中止や延期、書面での開催と

なっております。主要な部分のみの御報告とさせていただきます。１２月２１日に高田

南土地区画整理事業及び都市計画道路西高田線の整備促進につきまして、国土交通省九

州地方整備局へ要望を行っております。今後も本事業の早期完成へ向けて取り組んでま

いります。１月に入りまして、９日には長与町消防出初式を執り行い、消防活動に功績

をいただきました消防関係者の皆様へ表彰状及び感謝状の授与を行っております。また、

１０日には長与町成人式を執り行い、未来を担う新成人４４２名の新たな門出を祝って

おります。２月に入りまして、１日にリネットジャパンリサイクル株式会社と「使用済

小型電子機器等の再資源化に関する協定」を書面締結しております。本協定により御家

庭で不要になったパソコンなどの小型家電が無料で処分できるなど、町民サービスの向

上とともに再資源化の促進にも大きく寄与するものと期待をしております。１月２６日

から長与町におきましても、まん延防止等重点措置区域の指定となり、飲食店等に対し

て営業時間の短縮要請が出されております。現在の感染状況は一定落ちついてまいりま

したが、引き続き感染防止対策を徹底するとともに、医療関係者の皆様の御協力をいた

だきながら、新型コロナワクチンの３回目接種の推進など、計画的に進めてまいります。

以上が、１２月から２月にかけましての行政報告でございます。 

次に載せてあります５,０００万円未満の入札結果と併せまして御参照いただければ

と存じます。以上でございます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

以上で行政報告を終わります。 

日程第５、施政方針説明を行います。施政方針について町長の説明を求めます。 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

本定例会におきまして、令和４年度当初予算をはじめ、各種の議案審議をお願いする

に当たり、今後の町政運営に対する所信の一端を申し上げ、議員各位をはじめ町民の皆

様の御理解と御協力を賜りたいと存じます。新型コロナウイルス感染症は、昨年も変異

を繰り返しながら猛威を振るい、特に第５波となった８月から９月は長崎県で独自の緊

急事態宣言が発令される事態となりました。その後は、ワクチン接種等の効果もあり新



規感染者ゼロの日が続いておりましたが、今年に入ってから感染力の強いオミクロン株

により本町でも感染者が急激に増加し、１月２６日から今月６日まで県下全域にまん延

防止等重点措置が適用されております。議員各位をはじめ、町民の皆様には感染防止対

策に御協力をいただき心から感謝を申し上げます。また医療や介護、福祉の現場などで

日々奮闘されている皆様にも、深く敬意を表する次第でございます。こうした中、現在、

本町では３回目のワクチン接種を進めております。接種を希望される方ができるだけ早

く接種できるよう、ワクチンの確保や医療機関との調整などに全力を尽くしております。 

さて我が国の経済は、新型コロナウイルス感染症による厳しい状況が続いております。

政府におきましては、各種施策の効果や海外経済の改善もあって景気が持ち直していく

ことを期待しながらも、景気下振れリスクにも十分に注意しつつ足元の経済の下支えを

図るととともに、感染が再拡大した場合にも国民の暮らしや雇用、事業を守り抜き、新

しい資本主義を起動することで「成長と分配の好循環」の実現を目指すとしております。

令和４年度の予算編成における基本的な方針では、ポストコロナの持続的な成長に繋げ

る４つの原動力として「グリーン社会の実現」「官民挙げたデジタル化の加速」「地方の

所得の引き上げ・日本全体を元気にする活力ある地方創り」「少子化の克服・子供を産

み育てやすい社会の実現」の４点を強力に推進していくことを掲げています。また長崎

県におきましても、新型コロナウイルス感染症の影響により県民生活の経済、雇用情勢

は依然として厳しい状況が続いています。一方で、新型コロナウイルス感染症を機に、

デジタル化の進展や地方分散化社会への加速など、生活様式やビジネス構造等の変革が

進むなど、社会経済環境は大きくかつ急速に変化をしています。こうした中で、引き続

き感染予防、拡大防止に力を注ぎつつ、県の最重要課題である人口減少対策を一層推進

するとともに、本年秋の新幹線開業などの様々なプロジェクトの進展を県の活性化に結

びつけていくとしております。本町におきましても、厳しいコロナ禍ではございますが、

令和４年度をさらなる発展の契機とするべく新たな取り組みにも着手し、令和３年度か

らスタートしております第１０次総合計画に基づき「子育て」「教育」「健康づくり」

「遊び心」の４つの視点から、幸福度日本一の町を目指してまいります。先の議会にお

きまして、図書館と健康センターとの複合施設の建設について説明をさせていただきま

した。新たな町のにぎわいの創出に繋がる拠点づくりを目指し、それぞれの施設の機能

や設備につきまして、複合化のメリットが十分に生かせるよう具体的な検討を進めてお

ります。また行政のデジタル化についても、喫緊の課題として早急な取り組みが求めら

れております。国の「自治体デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）推進計画」の

方針を踏まえながら、町民の皆様の利便性の向上と業務の効率化を図るため、デジタル

化の推進に取り組んでまいります。続きまして、財政運営に関する諸情勢でございます。

国の財政状況を見ますと「令和４年度地方財政計画」で地方公共団体の歳入歳出総額を

前年度比０.９％増の９０兆５,９００億円とし、そのうちの一般財源総額を前年度と同

水準の６２兆円を確保し、地方財政運営の安定化を図るとしております。本町におきま



しては、令和３年度の普通交付税は国勢調査人口減少の影響はあったものの、令和２年

度より増加しており財政収支の増額に繋がりました。令和４年度につきましても同水準

が確保されるものと見込んでおります。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響の長

期化は町民の日常生活や地域経済活動に影響を及ぼしており、町税収入の動向をはじめ、

財政に与える影響を注視する必要がございます。歳出におきましては、高田南土地区画

整理事業の一括施工、公共施設の老朽化による維持・更新経費、少子高齢化施策の実施

や医療・介護の社会保障給付に要する経費などのために、多額の財源を必要としており

ます。特に令和４年度からは、いよいよ図書館を含む複合施設の建設に向けて動き出す

ことになり、より慎重な財政運営が必要となってまいります。このような状況を踏まえ、

これまでの事業の在り方を根本から見直すことを中心に、ＤＸの推進や協働、所属課の

枠を越えた組織横断的な事業の実施など、将来を見据えた事業の構築を図り、持続可能

な行財政運営に取り組んでまいります。今議会にて御審議いただく令和４年度一般会計

当初予算の規模は１４０億２,５３３万３,０００円、前年度比で２.１％の減でござい

ます。 

それでは令和４年度における主要事業等につきまして、所管ごとに御説明を申し上げ

ます。まず総務部でございます。第５次長与町行政改革大綱実施計画に基づき、公文書

管理システムを活用した公文書の電子化並びに電子決裁を推進し、ペーパーレス化によ

る経費削減と事務の効率化を図ってまいります。また、さらなる自治体ＤＸ推進を図る

ため新たな課を設置し、推進計画の策定並びに定例業務を自動化するＲＰＡを活用した

事務の自動化や行政手続のオンライン化など、具現化に向けた取り組みを推進してまい

ります。契約管理部門におきましては、次世代社会を見据え、公用車に電気自動車の導

入を図ってまいります。また、これまでも庁舎をはじめとする公共施設の電力調達に関

する入札を実施し経常経費の縮減を図ってまいりました。引き続き調達方法の見直し等

による事務の効率化と経費削減に努めるとともに、普通財産につきましても低未利用地

の売却を検討するなど、自主財源の確保を図りながら財政の健全化に努めてまいります。

消防防災事業では、消防団を核とした地域防災力の充実強化を図るため、第４分団消防

車の更新のほか、消防用備品の整備、団員の処遇改善を図ってまいります。また、高田

南土地区画整理事業地内における消防水利の設置を行い安全・安心なまちづくりの確立

に努めてまいります。地域協働では安全・安心な暮らしを支える最も身近な住民組織で

ある自治会や地区コミュニティの活動を引き続き支援し、活動に対する理解の醸成と加

入参加の促進を図るため、広報紙やホームページのほかＳＮＳ等の各種媒体を活用した

情報発信に努めてまいります。交通安全対策事業では、交通安全運動や参加体験型講習

等を関係団体と連携して実施し、交通マナーの向上と交通安全意識の高揚を図ってまい

ります。防犯対策事業では、警察や地域の見守りの皆様の御協力をいただき、犯罪を未

然に防ぐまちづくりに努め、消費者行政では引き続き相談窓口を維持し、相談対応や悪

質商法被害防止等に取り組んでまいります。広報広聴部門では長与町公式ホームページ、



公式ＳＮＳなどを活用しながら、正確で即時性のある情報発信に努めてまいります。 

次に企画財政部でございます。まず、本町のまちづくりの基盤であり、地方創生総合

戦略を包含した「長与町第１０次総合計画」につきまして、数値目標やＫＰＩを意識し

た実効性のある事務事業評価及び施策評価を実施するなど、所管各課との連携により適

切な進行管理に努めてまいります。これにより本計画の効果的な推進を図り、住みたい、

住み続けたいと思っていただけるような、魅力あるまちづくりを進め、定住の促進を図

ってまいります。本町への移住に関しては、興味、関心がある方への情報発信や、県等

との連携によるＩＣＴを活用したきめ細かな相談体制整備のほか、各種支援制度など移

住を後押しする取り組みを進めてまいります。また、結婚を希望する方に対して、気楽

に相談できる場や出会いの機会を提供するため、より効果的なイベントなどの開催や、

関係機関、県内自治体と連携した広域的な取り組みの充実を図ってまいります。豊かで

活力ある社会を実現するためには、男女の人権が尊重され、性別に関わりなく個性と能

力が十分に発揮できる男女共同参画社会の実現も重要でございます。現行の男女共同参

画計画は令和４年度が最終年度となりますので、女性の活躍推進、暴力の廃絶など、現

下の社会情勢や本町の地域特性を踏まえ、次期計画を策定いたします。図書館と健康セ

ンターの複合施設の整備につきましては、基本となる計画を策定するとともに、設計業

務に係る準備を進めてまいります。本町の財政状況は、町税につきましては令和３年度

当初予算に比べ、一定回復はしているものの、社会保障関連経費、公共施設の更新経費

は依然として拡大していることから、令和４年度当初予算の編成に当たりましては、物

件費の抑制や事業の平準化などを実施しております。限られた予算の中で一層充実した

行政サービスを実施するため、職員一人一人が創意工夫し、経費節減を図りながら、健

全財政の堅持に努めてまいります。課税事務につきましては、町税が本町歳入の根幹を

なすことから、課税客体の的確な把握と適正かつ公正な課税に努めてまいります。なお、

令和４年度におきましては、５０cc 以下の原動機付自転車のナンバープレートを、長与

町イメージキャラクター「ミックン」をモチーフにした遊び心のある御当地ナンバーに

変更することで、町民の郷土愛を育むとともに、町内外へ本町の魅力を発信してまいり

ます。収納推進業務におきましては、多様化する町民のライフスタイルやニーズに応え

るため、納付環境の向上に資する「スマートフォン決済」を導入しました。引き続き、

法令に基づく専門的かつ効率的な業務を推進するとともに、滞納要因に着目した「生活

再建型滞納整理」を推進することで、安定的な税収の確保に努めてまいります。 

続きまして、住民福祉部でございます。誰もが健やかに生き生きと安心して暮らすこ

とができるよう、子育て環境や住民福祉及び生活環境の充実と町民に寄り添ったサービ

スの向上に努めてまいります。住民窓口では、行政の基盤となる住民基本台帳、戸籍及

びマイナンバー等における情報セキュリティ対策を徹底するとともに、丁寧で信頼され

る窓口サービスの提供に努めてまいります。各種証明書のコンビニ交付サービスやマイ

ナポイント事業、健康保険証利用のほか、今後の行政手続のオンライン化を含めたデジ



タル社会への基盤となる「マイナンバーカード」の普及促進を図ります。地域の環境づ

くりにおきましては、長崎市、時津町とともに策定する地球温暖化対策実行計画の下、

町民や事業者と連携を図りながらカーボンニュートラルを進め、持続可能な生活環境づ

くりを進めてまいります。廃棄物処理につきましては、地球温暖化対策にも繋がるごみ

の減量化や適正処理を、住民や各種団体等と協働で取り組み、長与・時津環境施設組合

とも連携し、循環型社会の形成を推進することで、環境に優しい社会を目指します。次

に子育て支援につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により人と集う機会が

減り、子育てに孤立感を抱えている保護者が増加する中、身近にある児童館を乳幼児親

子の遊びや交流の場づくりとして利用の促進を図るとともに、新たに高田児童館では、

おひさまひろばと連携し、乳幼児向け講座をメインとした運営を進めてまいります。新

型コロナウイルス感染症拡大防止対策につきましては、保育所や放課後児童クラブ、病

児保育などの子育て支援施設が、感染対策の徹底を図りながら事業を継続的に実施して

いくために必要な経費を助成いたします。また、コロナ禍で生活や家庭環境が変化した

ことに伴う児童虐待や配偶者からの暴力等への懸念に対処するため、見守り強化事業を

継続的に進めてまいります。母子事業では、新たに「産婦健康診査」に取り組んでまい

ります。妊産婦が安心して出産などができるよう、医療機関等との連携体制を整備する

とともに、産後うつの予防や早期発見、新生児への虐待予防等を図るため、健康診査を

無料で実施することで、産後の母子支援を強化してまいります。さらに、オンラインに

よる講座や相談なども開催し、児童に対する孤立感や負担感を和らげる体制づくりを拡

充してまいります。新たに子どもの弱視対策として、３歳児健診時に視力検査と合わせ

て屈折検査の導入を図り、弱視の早期発見、早期治療への対策を進めてまいります。ま

た、令和４年４月から時津町に新たに１か所、病児保育施設が開設されます。病児保育

の対象年齢につきましても、長与町内では受け入れ年齢を小学校３年生まで拡大するよ

う体制を整えるなど、仕事と子育ての両立ができる取り組みの拡充を図り、子育て環境

の整備に取り組んでまいります。高齢者福祉につきましては、超高齢社会においてニー

ズが多様化している中で、時代に即した効果的な事業を実施し、高齢者の外出の機会や

健康づくりを支援してまいります。地域福祉につきましては、福祉施策の基盤である第

３次地域福祉計画の初年度となり、これまでの取り組みに加えて、地域での複雑、複合

的な課題に対応できるよう連携を強化するとともに、制度の枠に捉われず、一人一人が

尊重される社会の実現に向けた取り組みを進めてまいります。障害者福祉につきまして

は、障害のある人もない人もどのような立場にある人も住み慣れた地域で共に暮らし、

社会に参加していくことができるよう、理解促進と環境づくりに努めてまいります。 

続きまして健康保険部でございます。感染症対策につきましては、新型コロナウイル

ス感染症への対策を引き続き強化するとともに、令和３年１２月から始まりましたワク

チン追加接種につきましても、接種を望む町民が速やかに接種できるよう推進してまい

ります。健康づくりにつきましては、令和元年度における健康寿命は男女ともに本町が



県下でも最も高い状況にあります。すなわち、健康で長寿な高齢者が一番多い所が長与

町でございます。これからも町民の皆様が、生涯にわたって心身ともに健康な暮らしを

営めるよう「長与町健康のまち宣言」を柱とした健康づくり事業に町民総出で取り組ん

でまいります。その中でも５年目を迎える「健康ポイント事業」は、令和３年度までに

累計で約２,４００名が参加されており、健康づくりの裾野が着実に広がっております。

また、１か月間にわたるウォーキングイベントを年に２回開催し、コロナ禍の中でも楽

しめる、飽きのこない仕組みづくりを進めております。そのほか、健康ポイント事業の

卒業者が永続して健康づくりに取り組めるよう、その受け皿として民間活用を進めてま

いります。国民健康保険事業につきましては、医療費の増加による負担増に繋がらない

よう、特に特定健診の受診率向上のためのＰＲの強化や、後発医療品の使用促進等に努

めてまいります。介護保険事業につきましては、長与町老人福祉計画・第８期介護保険

事業計画に基づき「地域包括ケアシステムの深化・推進」「世代をこえた支え合いと一

人ひとりの安心と生きがいづくりの推進」「適切な介護保険サービスの提供と質の向上」

に取り組んでいるところでございます。高齢者の介護予防、健康づくりに関する事業を

引き続き推進し、地域の中で活動する担い手の育成や確保に努めてまいります。生活支

援体制整備事業におきましては、第１層協議体並びに生活支援コーディネーターを中心

に、第２層協議体の設置をはじめ、住民相互の支え合い体制の早期構築、取り組み強化

を図ってまいります。また高齢者人口の増加に伴い、認知症など日常生活に支援が必要

な高齢者も増加傾向にあることから、成年後見制度の利用促進など、中核機関と連携し、

高齢者の権利擁護支援に努めてまいります。 

続きまして、建設産業部でございます。ふるさと長与応援寄附金事業では、本町の取

り組み事業などを紹介しながら、返礼品となる地場産品のさらなる掘り起こしを実施し、

全国の皆様に応援をしていただけるよう努めてまいります。農業振興では、本町の基幹

作物であるミカンが産地間競争を勝ち抜くため、品質向上対策によるブランド化や優良

品種への更新事業など継続した支援を行い、農家の所得向上に繋げてまいります。また、

農産物直売所における、安心安全な農産物の充実に向けた畑作物拡大事業、有害鳥獣被

害防止対策、スマート農業普及のための環境整備、耕作放棄地発生防止対策など、各種

事業も継続して実施をしてまいります。次に林業関係では、継続事業でございます丸田

谷、皆前地区や岡郷大迫地区の治山事業など、引き続き県当局の御指導を仰ぎ、山地防

災の強化に向けて事業を進めてまいります。水産関係では、ナマコやカサゴなどの稚魚

放流事業や藻場の再生、カキの養殖事業など、大村湾漁業協同組合など関係機関と連携

し展開を図ってまいります。新たな取り組みといたしまして、農業体験、漁業体験など

のグリーンツーリズムを推進し、本町の豊かな自然を活用し、生産者と体験者が直接交

流する機会を設けることで、交流人口の拡大や農山村地域の活性化を図ってまいります。

商工観光関係では、町内事業者の経営安定と販売力向上に向けた販路開拓支援事業や、

新たな創業に向けた創業塾の開催、チャレンジショップへの取り組みなど、引き続き西



そのぎ商工会と連携し展開してまいります。また、新型コロナウイルス感染症拡大に伴

う事業者支援やウィズコロナに対応した事業展開、そのほか企業立地、雇用促進に対す

る事業など、県や近隣市町の動向も見ながら、対策を図ってまいります。そのほか、中

止が続いております長与川まつり、長与シーサイドマルシェでは、新型コロナウイルス

感染症が落ちつきましたら、実行委員会と連携し町内外から多くの来場者でにぎわうイ

ベントとして、交流人口の増加と町の活性化に繋げてまいります。次に建設関係ですが、

町道に架設されております橋梁につきましては、長寿命化修繕計画に基づき、詳細点検、

修繕を行い、維持管理コストの縮減に努めてまいります。また、町道の維持管理につき

ましても、安全な道路環境を維持するため、緊急性を考慮した計画的な舗装の補修、打

ち替えなどを行ってまいります。急傾斜地崩壊対策事業につきましては、土砂災害の危

険から住民の安全を守るため、災害の未然防止、減災に向けた取り組みを進めてまいり

ます。中尾城公園をはじめとする公園につきましては、親子で遊べる施設となるよう充

実を図るほか、利用者のさらなる安全確保やライフサイクルコスト縮減に向け「長与町

公園施設長寿命化計画」の改定を行ってまいります。町営住宅につきましては、長寿命

化計画に基づき詳細点検、補修設計を行い、早期の修繕による維持管理コストの削減に

努めてまいります。都市計画道路西高田線につきましては、幅員が狭小な高田踏切から

和楽団地入口付近の道路拡幅工事、並びに工事施工区間から役場方面に向けての用地購

入及び建物移転補償を進めております。本区間における交通の円滑化と歩行者の安全確

保に向け、引き続き事業を進めてまいります。高田南土地区画整理事業につきましては、

事業の長期化により地権者の方々には大変御迷惑をお掛けしております。事業の早期完

成に向けた残工事の一括施工が本格的に動き出しまして、本年度は３年目でございます。

区域内では、令和７年３月末工事完成を目指して、大規模な土工事、道路工事、宅地造

成工事等を進めております。今後も長崎県と緊密に連携し、一日も早い工事完成を目指

して事業を進めてまいります。 

続きまして、教育委員会でございます。「心を育む教育と文化の創造」のさらなる充

実を目指して、次のような内容に取り組んでまいります。教育環境の充実といたしまし

ては、令和３年度からの繰越工事として御承認いただいております長与第二中学校校舎

屋上防水工事を進めてまいります。昨年８月の長雨による影響で雨漏りが生じたため、

校舎屋上全体の防水工事となります。また、高田小学校校舎の外壁や洗切小学校の給水

設備の改修工事により、安全で安心な学校施設の維持管理に努めるほか、学校トイレの

洋式化、普通教室のＬＥＤ照明化など、学校施設の機能性と快適性も向上しながら、教

育環境の充実を図ってまいります。学校教育では、本格的に動き始めた「ＧＩＧＡスク

ール構想」に基づき、児童生徒一人１台端末の利活用をさらに進めます。その効果を授

業においても一層高めるため、全ての小中学校の普通教室に電子黒板を整備いたします。

それに加え、ＡＩドリルやオンライン学習などのＩＣＴを基盤とした先端技術等を効果

的に用いることで、子どもの力を最大限に引き出す学びに向け、新しい学習指導要領に



示された「個別最適化した学び」を実現する多様な学習の機会と場の提供等を行い、知

識、技能、表現力、思考力、判断力などの定着に努めるとともに、Society 5.0 の時代

を見据え、基礎的読解力や数学的思考力などの基盤的な学力や情報活用能力の習得など

を推進します。加えて、児童生徒個々の教育的ニーズを把握し、自立的な生活や学習を

支援する特別支援教育の充実も図っていきます。生涯学習では「出会い」「ふれあい」

「学びあい」をモットーに、町民の皆様が主体的に生涯学習に取り組めるよう、各公民

館等における講座の充実と自主グループ活動の育成、支援に努めながら、生涯学習のま

ちづくりを進めてまいります。また、生涯学習の拠点となる場所、長与町のシンボルと

なる場所として、町民が誇れ、誰からも愛される新図書館づくりに取り組んでまいりま

す。青少年の健全育成では、子どもたちの休日の居場所づくりとして、毎月１回土曜日

に開催しております地域子ども教室のほか、家庭教育学級やメディア安全指導等の充実

を図り、家庭や学校、地域が一体となった青少年の健全育成に取り組みます。文化芸術

の振興では、引き続き、長与三彩関連遺構の発掘調査を行うと同時に、各種講座等を通

じて文化財に関する理解と郷土愛の育成を図ります。スポーツの振興では、施設予約管

理システムのオンライン化により、施設の予約や使用料の支払いにおける窓口での手続

きをなくし、利用者の利便性の向上を図ります。また「遊び心のあるまちづくり」の一

つとして、大村湾を活用した海洋スポーツの企画、推進に努めます。教育委員会では

様々な取り組みを通じて、学校、家庭及び地域住民がお互いに手を携え、町民を挙げて

子どもたちの健やかな成長を育むとともに、誰もが生涯にわたって学び続け、生きがい

を持って活躍できる地域社会の実現を目指してまいります。 

最後に水道局でございます。水道事業及び下水道事業につきましては、安定したサー

ビスを提供するため、中長期計画等に基づいた事業の実施により、経営健全化、サービ

スの効率化等に取り組んでまいります。上水道の整備につきましては、重要なライフラ

インの一つとして、安全で良質な水を安定的に供給することを最大の使命として取り組

んでおります。水道施設の整備におきましては、高田南土地区画整理事業の工事進捗に

合わせた配水管の布設や、老朽化した配水管等の更新を行い、計画的な耐震化を図って

まいります。また、本町が予定しております第１浄水場の更新計画につきましては、水

道事業の基盤強化を図る一環として、広域連携推進の観点から、本町と長崎市の１市１

町で事業化に向けた協議を継続しており、将来の長与町の水事業を左右する正念場を迎

えております。この新浄水場共同整備を推進することで、持続可能な水道事業の確立を

目指したいと考えております。下水道の整備につきましては、町民の快適な生活環境を

保持すると同時に、大村湾の水質保全に寄与することが求められております。下水道施

設の整備として、長与浄化センターにおきましては、ストックマネジメント計画に基づ

いた施設の長寿命化を図るとともに、効率的、効果的な維持管理に努めてまいります。

管路施設におきましても、ストックマネジメント計画に基づいた汚水管渠やマンホール

の修繕、更新に取り組みます。また、県及び市町等が連携し、持続可能な事業運営を確



保するための広域化、共同化の取り組みにつきましても推進をしてまいります。 

大変長くなりましたが、以上が令和４年度の町政運営に対する基本姿勢及び重点施策、

主要事業等でございます。町政運営におきましては、町民の幸せを確保し、拡充をして

「幸福度日本一の町をつくる」という私の思いに変わりはございません。その実現性の

柱となるものが「子育て」「教育」「健康づくり」そして「遊び心」でございます。私を

はじめ、全職員一丸となって、この４本柱を軸に、活気と安らぎに満ちた持続可能な魅

力あるまちづくりに邁進してまいりますので、議会をはじめ、町民の皆様方の御理解と

御協力を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。以上でございます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

以上で、施政方針説明を終わります。 

日程第６、報告１長与小学校体育館改修工事請負契約の変更に係る専決処分の報告に

ついて、日程第７、報告２都市計画道路西高田線整備計画に伴う高田踏切拡幅工事の施

行協定の変更に係る専決処分の報告についての２件の発言を許します。 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

報告１と２につきましては、所管より報告をさせていただきます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

山本教育次長。 

○教育次長（山本昭彦君） 

皆様おはようございます。報告１長与小学校体育館改修工事請負契約の変更に係る専

決処分につきまして、私の方から報告させていただきます。令和３年７月の第４回臨時

会におきまして議決をいただきました長与小学校体育館改修工事請負契約につきまして、

当初請負金額１億１,３２３万２,９００円に４２６万１,４００円を増額し、請負金額

を１億１,７４９万４,３００円として変更契約の締結を行うため、地方自治法第１８０

条第１項の規定に基づき、令和４年１月５日に専決処分を行いましたので、同条第２項

の規定により御報告するものでございます。今回の変更概要は、屋根防水改修工事にお

ける下地補強材の追加や、外壁改修工事における改修箇所の増加に伴い、請負工事費に

変更が生じたものでございます。以上で報告を終わります。 

○議長（山口憲一郎議員） 

山口建設産業部長。 

○建設産業部長（山口新吾君） 

皆様おはようございます。それでは、報告２都市計画道路西高田線整備計画に伴う高

田踏切拡幅工事の施行協定の変更に係る専決処分につきまして、御報告をいたします。

本報告は、令和３年７月の第４回臨時会におきまして議決をいただきました都市計画道

路西高田線整備計画に伴う高田踏切拡幅工事の施行協定の締結につきまして、当初の協

定金額９,８９２万２,０００円に４８５万４,０００円を増額し、協定金額を１億３７



７万６,０００円として協定変更の締結を行うため、地方自治法第１８０条第１項の規

定により令和４年１月２０日に専決処分を行いましたので、同条第２項の規定により報

告するものでございます。今回の主な変更概要は、踏切前後の舗装や排水施設等の道路

施設につきまして、工程上、踏切拡幅工事に併せて施行することとしたため、受託工事

費に変更が生じたものでございます。以上で報告を終わります。 

○議長（山口憲一郎議員） 

日程第８、議案第１号令和３年度長与町一般会計補正予算（第１１号）の専決処分の

承認を求めることについて、日程第９、議案第２号令和３年度長与町一般会計補正予算

（第１２号）の専決処分の承認を求めることについての２件を一括議題とします。 

ただいま一括議題としました議案について、提案理由の説明を求めます。 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

それでは、ただいま一括提案となりました議案第１号及び第２号につきまして、提案

理由を申し上げます。初めに、議案第１号令和３年度長与町一般会計補正予算（第１１

号）の専決処分の承認を求めることにつきまして御説明を申し上げます。第１１号の補

正予算は、新型コロナウイルス感染症対策として本町で緊急に実施する必要があった事

業に係る歳入歳出予算の補正であり、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、令

和４年１月２７日付をもって専決処分をいたした次第でございます。このことにつきま

して、同法第１７９条第３項の規定により議会に報告し、その承認を求めるものでござ

います。それでは予算書の１ページをお開きください。既定の歳入歳出予算の総額に歳

入歳出それぞれ４,２３１万円を追加し、補正後の総額を１６１億８,６７５万円といた

したところでございます。補正の主な内容につきまして、２ページからの第１表歳入歳

出予算補正により御説明を申し上げます。歳入の１４款２項国庫補助金は、新型コロナ

ウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を計上いたしました。１５款２項県補助金は、

長崎県新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金補助金及び同事務費補助金

を計上いたしております。次に３ページをお開きください。歳出の７款商工費に、長与

町新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金の支給に伴う経費を計上いたし

ております。本協力金は、１月２８日から２月１３日までの１７日間、長崎県より飲食

店等に要請のあった営業時間の短縮について、御協力をいただきました長与町内の飲食

店等に対して、一定の要件の下に協力金を支給するものでございます。協力金の額は国

の規定に基づき、店舗の事業規模や売上高等に応じて算定し、１店舗当たり１日につき

３万円から最大で２０万円となっております。以上が補正予算の主な内容でございます。

議案のあとに補正予算に関する説明書を添付しておりますので御参照を願います。 

続きまして、議案第２号令和３年度長与町一般会計補正予算（第１２号）の専決処分

の承認を求めることにつきまして。本議案は、議案第１号と同じく長崎県による営業時

間短縮要請が、２月１４日から３月６日までの２１日間延長されたことに伴う同協力金



の追加補正でございます。県の補正予算が２月１０日に専決処分されたことを受け、地

方自治法第１７９条第１項の規定に基づき同日付で専決処分をいたしましたので、同条

第３項の規定により議会に報告し、その承認を求めるものでございます。それでは予算

書の１ページをお開きください。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５,２

２６万５,０００円を追加し、補正後の総額を１６２億３,９０１万５,０００円とする

ものでございます。補正の主な内容につきまして、２ページからの第１表歳入歳出予算

補正により御説明をいたします。歳入の１５款２項県補助金は、長崎県新型コロナウイ

ルス感染拡大防止営業時間短縮協力金補助金及び同事務費補助金を計上いたしました。

１８款２項基金繰入金は、財源調整として財政調整基金繰入金を計上いたしております。

次に３ページをお開きください。歳出の７款商工費に、長与町新型コロナウイルス感染

拡大防止営業時間短縮協力金の支給に伴う経費を計上いたしております。協力金の内容

は第１１号の補正予算と同様でございます。４ページの第２表繰越明許費補正では、新

型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金（第５期）における繰越額の設定を

お願いいたしておるところでございます。これは今回の延長に伴う協力金の申請期間が

翌年度の４月２０日までであることから設定する必要があったものであり、また今年度

中の支出額を見込むことが極めて困難であることから、予算の全額を繰越限度額とさせ

ていただいたものでございます。以上が、補正予算の主な内容でございます。議案のあ

とに補正予算に関する説明書を添付しておりますので御参照願います。以上が、議案第

１号及び第２号の提案理由でございます。御承認のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

場内の時計で１０時４０分まで休憩いたします。 

（休憩 １０時２７分～１０時４０分） 

○議長（山口憲一郎議員） 

休憩前に引き続き会議を再開します。 

日程第１０、議案第３号長与町企業立地促進助成条例から日程第１８、議案第１１号

町道路線の認定についてまでの９件を一括議題とします。 

ただいま一括議題とした議案について、提案理由の説明を求めます。 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

それでは、ただいま一括提案となりました議案第３号から第１１号につきまして、提

案理由を申し上げます。はじめに議案第３号長与町企業立地促進助成条例につきまして、

本議案は、町内における企業立地や雇用の拡大を促進し、経済の活性化と町民生活の資

質の向上を図ることを目的に、新たに事業を開始する事業者に対し、助成金を交付する

ための必要な事項につきまして定める条例を制定するものでございます。第１条では本

条例の目的につきまして。第２条ではこの条例において掲げる用語の意義について規定

をしております。第３条第１項では助成金の種類を建物等賃借助成金と雇用促進助成金



の２種類とし、第２項ではそれぞれの助成金の額などを別表において定めており、第４

条では助成金の交付の対象となる業種を規定しておるところでございます。第５条では

助成金を受けようとする事業者の指定に係る要件につきまして。第６条第１項では助成

金の交付決定を、第２項では長与町工場等設置奨励条例に定める奨励金との併給ができ

ないことを規定しております。第７条では申請の内容に変更が生じた場合の届け出につ

いて。第８条では指定事業者が地位の継承を行った場合の届け出について規定しており

ます。第９条では第５条に掲げた指定の要件を欠くことになった場合や操業開始後３年

以内に事業の休止、もしくは廃止の状態になった場合などの指定の取り消しや交付の停

止等について規定しております。第１０条では指定事業者に対する調査や報告を求める

ことにつきまして。第１１条では委任について規定をしております。なお、附則につき

ましては、施行期日を令和４年４月１日としておるところでございます。 

続きまして、議案第４号長与町職員等の旅費支給条例の一部を改正する条例につきま

して、本議案は、国もしくは他の地方公共団体との人事交流において採用される職員、

または転任を命じられた職員が、住居の移転を伴い赴任する場合における旅費を支給す

るため所要の改正を行うものでございます。主な改正内容につきまして御説明を申し上

げます。第７条では特殊旅費の種類の中に移転料、着後手当、扶養親族移転料を新たに

追加しております。第２０条では移転料について定め、家財道具等の移転に要する費用

につきまして別表第２に基づいて支給するものとしております。同条第１項第１号では

扶養親族とともに赴任した場合、第２号では単身で赴任した場合、第３号では赴任後１

年以内に扶養親族が移転した場合について規定をしております。第２１条着後手当につ

きましては、新しい居住地に到着してからの日当及び宿泊料の定額５日分を手当として

支給するものとしておるところでございます。第２２条扶養親族移転料では、赴任に伴

う扶養親族の移転につきまして年齢に応じて支給するものとしております。第２３条遺

族の旅費では、第１項第２号におきまして職員が赴任中に死亡した場合に遺族へ旅費を

支給することについて規定しております。なお、附則につきましては施行期日を公布の

日からとし、令和４年４月１日以降に採用される職員につきましては、４月１日前の赴

任に伴う移転について適用するものとしておるところでございます。 

続きまして、議案第５号長与町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきまし

て、本議案は、地方税法の一部改正に伴い未就学児に係る国民健康保険税の被保険者均

等割額を減額する等の措置を行う必要があるため、所要の改正を行うものでございます。

第５条の２、第２１条、第１３条第１項、第２１条の２の改正規定のうち、条項の変更

に係るもの並びに附則第２項、第３項、第４項、第６項、第１０項及び第１２項から第

１６項までの改正につきましては、地方税法の改正及び本条例第２１条第２項の追加に

伴う文言と引用条項の変更でございます。第２１条第２項の追加につきましては、未就

学児に係る基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額における被保険者均等割の減額措

置につきまして、その減額する金額を定めるもの等でございます。そのほかの条項の改



正につきましては、語句の修正等により規定の明確化を行うものでございます。なお、

附則につきましては、第１項は本条例の施行期日について定めるもの。第２項は適用区

分を令和４年度以降の年度分の国民健康保険税と定めるものでございます。 

続きまして、議案第６号長与町分担金徴収条例の一部を改正する条例につきまして、

本議案につきましては大きな改正点は２点ございます。まず１点目が急傾斜地崩壊対策

事業に係る分担金の割合につきまして、地元負担の軽減を図るため改正を行うものでご

ざいます。もう１点が国庫補助事業の対象とならない山地災害に対応するために、県の

補助金を活用した自然災害防止事業（補助営）を新規事業として町が行う際の分担金の

額等について新たに定めるものでございます。それぞれの分担金の額につきましては、

急傾斜地崩壊対策事業につきましては事業費総額に５％及び１０％を乗じた額から事業

費総額の５％に相当する額、または７５万円に工事施工延長１メートルにつき１万円を

加算した額のいずれか低い額に改め、自然災害防止事業（補助営）につきましては事業

費総額の２５％に相当する額とし、１か所の事業費が４５０万円を超える分につきまし

ては１００％に相当する額としております。なお、附則につきましては、施行期日を令

和４年４月１日としております。 

続きまして、議案第７号長与町敬老祝金支給条例の一部を改正する条例につきまして、

本議案は、高齢者に関するニーズが多様化している中、高齢者の外出の機会や健康づく

りを支援することを目的として、現在７０歳以上の高齢者を対象にバス利用券、タクシ

ー利用券、または健康づくり助成金のいずれかを１,５００円分交付しているものを２,

５００円分に拡充することに伴い、７７歳の５,０００円を廃止し、１００歳を８万円

から５万円に改正を行うものでございます。なお、附則につきましては、施行期日を令

和４年４月１日としております。 

続きまして、議案第８号長与町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

につきまして、本議案は、長与町下水道事業における事業計画の変更を行うに際し、所

要の改正を行うものでございます。改正内容といたしましては、第３条第６項及び第７

項におきまして、排水人口及び排水区域面積の変更を行い、第７条中の地方自治法の引

用を改めるものでございます。なお、附則につきましては、施行期日を令和４年４月１

日としておるところでございます。 

続きまして、議案第９号長与町消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例につきまして、全国的な消防団員数の減少に歯止めをかけるため、消防団員

の処遇改善を図ることを目的として、地方自治法第２０３条の２第１項及び第３項の規

定に基づく非常勤消防団員の報酬及び費用弁償に係る基準が定められ、新たな報酬の創

設及び標準的な報酬額等が示されました。本議案は、当該基準を基に本町の消防団員の

処遇改善を図り、さらには今後の団員確保に資することを目的として、消防団員の報酬

等について所要の改正を行うものでございます。改正内容として、第１条では本条例の

趣旨を規定し、第２条第１項では報酬の種別及び階級別の報酬額を規定しております。



現行の報酬の名称を年額報酬に改め、出勤手当を費用弁償から報酬に見直し、その名称

を出動報酬として創設しております。また災害に関する出動報酬の額は７時間４５分当

たり８，０００円を標準とすることから出動時間の区分に応じた額を規定しております。

現行の第３条を第４条に繰り下げ、新たに第３条として費用弁償に係る規定を加えてお

ります。なお附則につきましては、施行期日を令和４年４月１日としております。 

続きまして、議案第１０号町道路線の廃止につきまして、本議案は、道路法第１０条

第３項の規定により町道路線の廃止をお願いするものでございます。議案のあとに参考

資料として、町道廃止路線一覧、廃止路線平面図を添付しております。図面には、起点

を〇（マル）、終点を△（サンカク）で表示しておりますのでご参照ください。対象と

なる路線につきましては、高田南土地区画整理事業の道路整備に伴い新たに認定を行う

ため現町道を廃止する町道路線４８７の高田越笠山線、町道路線１１４３の高田越中央

線、路線番号５０１０の区画道路２６号線、路線番号５０１１の区画道路３０号線、路

線番号５０１２の区画道路３１号線、路線道路５０１３の区画道路３２号線、路線番号

５０１４の区画道路３３号線、路線番号５０１５の区画道路３４号線、路線番号５０１

６の区画道路３５号線、路線道路５０１７の区画道路３６号線、路線番号５０２１の区

画道路５１号線、路線番号５０３９の特殊道路１１３号線の１２路線でございます。 

続きまして、議案第１１号町道路線の認定につきまして、本議案は、道路法第８条第

２項の規定により町道路線の認定をお願いするものでございます。議案のあとに参考資

料として町道認定路線一覧、認定路線平面図を添付しております。図面には起点を〇

（マル）、終点を△（サンカク）で表示しておりますので御参照ください。対象となる

路線につきましては、高田南土地区画整理事業の道路整備に伴い新たに認定をする路線

番号１１５９の高田南２６号線、路線番号１１６０の高田南３０号線、路線番号１１６

１の高田南３１号線、路線番号１１６２の高田南３２号線、路線番号１１６３の高田南

３３号線、路線番号１１６４の高田南３４号線、路線番号１１６５の高田南３５号線、

路線番号１１６６の高田南３６号線、路線番号１１７０の高田南５１号線、路線番号１

１８７の高田越中央線、路線番号１２５２の高田南１１３号線の１１路線であります。

以上が議案第３号から議案第１１号までの提案理由でございます。御審議のほどよろし

くお願い申し上げます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

日程第１９、議案第１２号令和３年度長与町一般会計補正予算（第１３号）から日程

第２３、議案第１６号令和３年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別会計補

正予算（第１号）までの５件を一括議題とします。 

ただいま一括議題とした議案について、提案理由の説明を求めます。 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

それでは、ただいま一括提案となりました議案第１２号から第１６号につきまして提



案理由を申し上げます。はじめに議案第１２号令和３年度長与町一般会計補正予算（第

１３号）につきまして、予算書の１ページをお開きください。今回の補正は、既定の予

算総額から歳入歳出それぞれ４,６３４万１,０００円を減額して、補正後の総額を１６

１億９,２６７万４,０００円とするものでございます。補正の主な内容につきまして、

２ページからの第１表歳入歳出予算補正により御説明を申し上げます。歳入の１款町税

では、決算見込みにより、町民税、固定資産税、軽自動車税及び都市計画税を増額計上

しております。２款地方譲与税は、森林環境譲与税を算定基礎の変更に伴い減額計上。

６款法人事業税交付金は１２月までの収入額により増額計上しております。９款地方特

例交付金は地方特例交付金を額の確定により増額。また新型コロナウイルス感染症対策

地方税減収補填特別交付金を決算見込みにより減額計上しました。１０款地方交付税は

普通交付税の再算定による追加交付分を計上しております。１２款分担金及び負担金で

は、農地災害復旧費地元分担金を増額計上しました。１３款使用料及び手数料では、決

算見込みにより各施設の使用料を減額計上。１４款国庫支出金では、決算見込みにより

児童手当負担金、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金事業費補

助金を減額計上。また新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金、新型コロナ

ウイルス感染症対応地方創生臨時交付金及び国の補正予算に伴う道路橋りょう費補助金、

都市計画費補助金を増額計上しております。３ページをお開きください。１５款県支出

金では、保育対策総合支援事業費補助金を計上。また、額の確定及び決算見込みにより

後期高齢者医療保険基盤安定負担金を増額、子育てのための施設等利用給付交付金を減

額計上しております。１６款財産収入では土地貸付収入及び財政調整基金をはじめとす

る基金運用収入を計上。１８款繰入金では財政調整基金繰入金、防災基金繰入金を減額

計上しております。１９款繰越金では令和２年度からの純繰越金の予算未計上分を計上。

２０款諸収入では過年度長与・時津環境施設組合運営負担金精算金を増額計上しており

ます。２１款町債では事業費の変動に伴う充当起債の増減額を計上。また、公園施設長

寿命化事業充当起債、災害復旧事業充当起債を新たに計上しております。 

続いて４ページからの歳出の主なものを御説明申し上げます。１款議会費では費用弁

償を減額。２款総務費では減債基金積立金及び電算システム運用開発委託料を増額計上

しました。３款民生費では低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金、

児童手当、子育てのための施設等利用給付費を減額計上、また、保育士・幼稚園教諭等

処遇改善臨時特例事業費補助金を新たに計上しております。４款衛生費では新型コロナ

ウイルスのワクチン接種に係る経費を増額及び健康診査委託料を減額しております。５

款労働費では、再任用職員の配置に伴い施設長に係る人件費を減額。６款農林水産業費

では、同様に再任用職員配置による施設長に係る人件費を減額しております。７款商工

費では、地域産業雇用創出チャレンジ支援事業補助金及び長与川まつり補助金を減額計

上しております。５ページをお開きください。８款土木費では、町道等維持補修工事費、

橋りょう維持補修工事費、西彼中央土地開発公社が保有しております高田南土地区画整



理事業に係る用地の購入費、公園施設の長寿命化対策工事費を増額、また、土地区画整

理事業特別会計繰出金を減額計上しております。９款消防費では、広域消防事業負担金

及び浜田出張所経費分担金を増額計上しております。１０款教育費では教育振興基金へ

の積立金を計上、また町民文化ホール改修工事費を減額計上しております。１２款公債

費では、元金償還金及び利子を最終見込みにより計上。１３款諸支出金では土地開発基

金への積立金を計上しております。以上が歳入歳出予算補正の主な内容でございます。 

続いて７ページをお開きください。第２表繰越明許費補正では、２款総務費１項総務

管理費の転出転入手続きワンストップ事業、以下１０件につきまして、繰越額の設定を

お願いいたしておるところでございます。８、９ページをお開きください。第３表地方

債補正では、道路橋りょう事業以下７件につきましては限度額の変更を、公園施設長寿

命化事業以下２件につきましては限度額の追加をお願いしております。 

以上が補正予算の主な内容でございます。議案のあとに補正予算に関する説明書を添

付しておりますので、御参照を願います。 

続きまして、議案第１３号令和３年度長与町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

につきまして、予算書の１ページをお開きください。今回の補正は、既定の予算総額に

歳入歳出それぞれ１億１,３６４万２,０００円を追加し、補正後の総額を４２億７,４

６８万１,０００円とするものでございます。補正の内容につきまして２ページからの

第１表歳入歳出予算補正により御説明を申し上げます。歳入の３款県支出金１項県補助

金は、普通交付金の増額見込みにより１億９８８万円を増額計上しております。４款財

産収入１項財産運用収入は、財政調整基金利子９,０００円を増額計上しております。

５款繰入金１項他会計繰入金は２２２万円を減額計上しております。保険基盤安定繰入

金の確定及び事務費等繰入金及び出産育児一時金繰入金等の見込額によるものでござい

ます。８款国庫支出金１項国庫補助金は、マイナンバーカードの健康保険証利用申込み

の支援事業及び新型コロナウイルス感染症に係る国保税の減免に対する国庫補助として、

５９７万３,０００円を増額計上しております。 

次に歳出につきまして御説明を申し上げます。３ページをお開きください。２款保険

給付費１項療養諸費は、被保険者の診療に係る費用額の増加により９,７８６万７,００

０円を増額計上しております。同じく２項高額療養費につきましては１,２０１万３,０

００円を増額計上しております。４項出産育児諸費につきましては、出産見込み件数の

減少により１６８万円を減額計上しております。５款１項基金積立金は、財政調整基金

への積み立てとして１億８７０万６,０００円を増額計上しております。８款予備費の

減額につきましては収支の調整でございます。以上が補正予算の内容でございます。議

案のあとに補正予算に関する説明書を添付しておりますので、御参照を願います。 

続きまして、議案第１４号令和３年度長与町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号）につきまして、予算書の１ページをお開きください。今回の補正は、既定の予算総

額に歳入歳出それぞれ１６４万５,０００円を追加し、補正後の総額を５億６,４９１万



１,０００円とするものでございます。補正の内容につきましては２ページからの第１

表歳入歳出予算補正により御説明を申し上げます。歳入の３款繰入金１項一般会計繰入

金は、保険基盤安定繰入金の確定により１６４万５,０００円を増額計上しております。 

次に歳出につきまして御説明申し上げます。３ページをお開きください。２款１項後

期高齢者医療広域連合納付金は、保険基盤安定負担金の確定により１６４万５,０００

円を増額計上しております。以上が補正予算の内容でございます。議案のあとに補正予

算に関する説明書を添付しておりますので、御参照を願います。 

続きまして、議案第１５号令和３年度長与町介護保険特別会計補正予算（第３号）で

ございます。予算書の１ページをお開きください。今回の補正は、保険事業勘定におき

まして、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ６０２万２,０００円を追加し、補正後の

総額を３１億８０６万１,０００円とし、介護サービス事業勘定におきましては、既定

の予算総額から歳入歳出それぞれ２２万円を減額し、補正後の総額を３,１３７万円と

するものでございます。補正の内容につきましては２ページからの第１表歳入歳出予算

補正により御説明を申し上げます。保険事業勘定の歳入につきまして、６款財産収入１

項財産運用収入は介護給付費準備基金の預金利息でございます。７款繰入金２項基金繰

入金は、介護サービス事業勘定収入におきまして要支援者及び事業対象者の件数が見込

みに対して伸びなかったことにより歳入の不足が生じたため、保険事業勘定に基金の繰

り入れを行い、介護サービス事業勘定への繰り出しを行うものでございます。 

続きまして歳出について御説明を申し上げます。３ページをお開きください。４款基

金積立金１項基金積立金は、今回の歳入であります介護給付費準備基金の預金利息を基

金へ積み立てるものでございます。６款諸支出金２項繰出金は、介護サービス事業勘定

収入が見込みに対して伸びなかったことによる補填のための繰出金でございます。 

続きまして、介護サービス事業勘定の歳入について御説明を申し上げます。４ページ

をお開きください。１款サービス収入１項介護予防給付費収入は、要支援者のケアプラ

ン作成及びケアマネジメント件数の減少により、介護予防サービス計画費並びに介護予

防ケアマネジメント費が当初見込みより収入が見込めないため、減額補正を行うもので

ございます。４款繰入金１項保険事業勘定繰入金は、介護予防サービス計画費収入、介

護予防ケアマネジメント費収入の減額分へ補填を行うための繰入金でございます。 

続きまして歳出について御説明を申し上げます。５ページをお開きください。１款事

業費１項指定介護予防支援事業費及び２項介護予防・日常生活支援総合事業費は、要支

援者及び事業対象者のケアプラン作成並びにケアマネジメント作成委託件数の減少見込

みによる減額補正でございます。以上が補正予算の内容ございます。議案のあとに補正

予算に関する説明書を添付しておりますので、御参照をいただきたいと思っております。 

続きまして、議案第１６号令和３年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別

会計補正予算（第１号）につきまして、予算書の１ページをお開き願います。今回の補

正は、既定の予算総額から歳入歳出それぞれ４億１３０万円を減額して、補正後の総額



を１２億９,２４３万５,０００円とするものでございます。補正の主な内容につきまし

て、２ページからの第１表歳入歳出予算補正により御説明を申し上げます。まず歳入で

ございます。１款１項国庫補助金を１億５,７１５万２,０００円、２款１項県補助金を

３,１４２万７,０００円増額、３款１項一般会計繰入金を５億９,７６９万６,０００円

減額いたします。主な内容としては、国庫補助金の追加内示及び補正予算に伴う歳入予

算の増額でございます。４款１項繰越金４８９万９,０００円は、前年度決算に伴う繰

越金を計上しております。５款２項保留地処分金２９１万８,０００円は、高田南土地

区画整理事業における保留地の売却実績に応じた増額でございます。 

次に歳出について御説明を申し上げます。３ページをお開きください。１款１項都市

計画費を４億１３０万円減額いたします。主な内容といたしましては、一括施工の年度

割の変更に伴い、高田南土地区画整理事業に係る長崎県への事業委託料を減額するもの

でございます。次に４ページをお開きください。第２表繰越明許費として、高田南土地

区画整理事業の事業費８億７９０万円を計上しております。主な内容としては、高田南

土地区画整理事業の一括施工につきまして、令和３年度分の事業費を令和４年度に繰り

越すものでございます。以上が今回の補正予算の主な内容でございます。議案のあとに

補正予算に関する説明書を添付しておりますので、御参照をお願いいたします。 

以上が議案第１２号から第１６号までの提案理由でございます。御審議のほどよろし

くお願い申し上げます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

日程第２４、議案第１７号令和４年度長与町一般会計予算から日程第３１、議案第２

４号令和４年度長与町下水道事業会計予算までの８件を一括議題とします。 

ただいま一括議題とした議案について、提案理由の説明を求めます。 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

それでは、ただいま一括提案となりました議案第１７号から第２４号につきまして提

案理由を申し上げます。はじめに、議案第１７号令和４年度長与町一般会計予算につき

まして、予算書の１ページをお開きください。令和４年度一般会計予算の総額を１４０

億２,５３３万３,０００円としております。この予算規模は、令和３年度に比べ２億９,

７７９万９,０００円、率にして約２.１％の減となっております。歳入歳出予算の款項

の区分及び当該区分ごとの金額は、２ページから７ページまでの第１表歳入歳出予算に

記載しておりますが、その主なものを御説明申し上げます。歳入の１款町税は４４億４,

７９１万３,０００円を計上しました。前年度比１億９,１６２万４,０００円の増額で

ございます。新型コロナウイルス感染症の影響は残ると見込まれるものの、令和３年度

限りであった固定資産税の特例措置がなくなることが主な要因でございます。２款地方

譲与税から７款地方消費税交付金までは、これまでの決算額や歳入状況を考慮し計上し

ております。３ページをお開きください。８款環境性能割交付金から１１款交通安全対



策特別交付金までは、これまでの決算額や歳入状況を考慮し計上しております。１２款

分担金及び負担金では、児童福祉費負担金の保育料など１億６,８３５万８,０００円を

計上しております。１３款使用料及び手数料では、児童福祉使用料、住宅使用料、スポ

ーツ施設使用料やごみ収集手数料などを合わせて１億６,９３３万５,０００円を計上し

ております。１４款国庫支出金は、障害者自立支援給付費負担金、保育所運営費負担金

及び児童手当負担金などに加え、新型コロナウイルスワクチン接種に係る負担金及び補

助金、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を計上しております。２２億

４,５３３万９,０００円、前年度比１億１,２１０万２,０００円の減額でございます。

１５款県支出金は、参議院議員通常選挙、長崎県議会議員一般選挙に係る事務委託金な

ど１１億９,０５９万５,０００円を計上。前年度比２,８５９万円の増額でございます。

４ページをお開きください。１６款財産収入でございます。７０１万４,０００円を計

上しております。前年度比２００万円の増額は北陽台用地に係る土地貸付収入の増額に

よるものでございます。１７款寄附金は、ふるさと長与応援寄附金を１億円と見込んで

計上しております。１８款繰入金は１項特別会計繰入金のほか、２項基金繰入金におけ

る財源調整としての財政調整基金及び減債基金からの繰り入れと、特定目的基金からの

繰り入れを合わせて１３億６,０８８万１,０００円を計上しております。前年度とほぼ

同水準の計上となっております。１９款繰越金は前年度同額の５,０００万円を計上。

２０款諸収入は１億８,１７１万６,０００円を計上、前年度比５,０９０万７,０００円

の増額となっております。これは長与町水道局からの舗装補修工事負担金が主な要因で

ございます。２１款町債は１２億７,７５０万円を計上、前年度比５億７,９３０万円の

減額となっており、都市計画事業債及び臨時財政対策債の減額が主な要因でございます。 

次に５ページからの歳出につきまして主な内容を御説明申し上げます。まず１款議会

費は１億３,７９９万２,０００円を計上、前年度比７６万５,０００円の減額となって

おります。２款総務費は１４億７,８７９万６,０００円を計上、前年度比１億１,９２

４万２,０００円の増額となっております。これは１項総務管理費の電算システム運用

開発委託料及び長与町ふれあいセンターにおける改修工事費の増額が主な要因でござい

ます。また１項総務管理費に（仮称）図書館・健康センター複合施設整備費を１３目と

して新設の上、計上しております。３款民生費は５７億１,８５９万１,０００円を計上、

前年度比１億４３０万２,０００円の増額となっております。これは１項社会福祉費の

自立支援給付費の増額が主な要因であります。４款衛生費は１３億５,４２５万２,００

０円を計上、前年度比２,２３６万８,０００円の増額となっております。これは清掃費

のごみ処理費、３項下水道費の下水道施設事業費負担金の増額が主な要因であります。

５款労働費は３,８０７万６,０００円で、前年度比２６１万円の減額、これは働く婦人

の家における改修工事費の減額が主な要因でございます。６款農林水産業費は２億１,

６１８万円で、前年度比１,９１７万６,０００円の増額でございます。これは１項農業

費の水利施設等保全高度化事業補助金の増額が主な原因でございます。６ページをお開



きください。７款商工費は７,８２６万６,０００円で、前年度比１億２,３４２万９,０

００円の減額でございます。これは長与町事業継続支援金及び長与町工場等設置奨励金

の減額が主な要因でございます。８款土木費は２０億３,８９７万３,０００円で、前年

度比２億７,００７万８,０００円の減額でございます。これは５項都市計画費の土地区

画整理事業特別会計繰出金及び西高田線街路事業費の減額が主な要因でございます。９

款消防費は４億１,１３７万２,０００円で、前年度比３,１５１万８,０００円の増額と

なっております。これは広域消防事業負担金及び防火水槽建設工事費の増額が主な要因

でございます。１０款教育費は１１億３,５９２万８,０００円で、前年度比２億４０万

７,０００円の減額となっております。これは２項小学校費の長与小学校体育館改修工

事費及び６項社会教育費の町民文化ホール改修工事費の減額が主な要因でございます。

１１款災害復旧費は２,００８万円を計上しております。近年頻発しております災害を

考慮し、前年度比４４９万５,０００円の増額となっております。７ページをお開きく

ださい。１２款公債費は１３億７,１８２万６,０００円の計上で、前年度比３４２万５,

０００円の減額でございます。１３款諸支出金は５００万１,０００円で、土地開発基

金への積立金を計上しております。前年度比１８１万４,０００円の増額となっており

ます。１４款予備費は、前年度と同額の２,０００万円を計上しております。以上が歳

入歳出予算の主な内容でございます。 

８ページをお開きください。第２表地方債では、農村地域防災減災事業以下１２件に

つきまして、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を定めております。 

以上が当初予算の主な内容でございます。議案のあとに、当初予算に関する説明書を

添付しておりますので、御参照願います。 

続きまして、議案第１８号令和４年度長与町駐車場事業特別会計予算につきまして、

予算書の１ページをお開きください。令和４年度の駐車場事業特別会計の予算総額は、

歳入歳出それぞれ６８８万３,０００円とするものでございます。この予算額は前年度

より２２万４,０００円、３.４％の増額となっております。歳入歳出予算の款項の区分

及び当該区分ごとの金額は、第１表歳入歳出予算によります。第２条の一時借入金借り

入れの最高額は５００万円と定めております。それでは歳入につきまして説明いたしま

す。２ページをお開きください。歳入の主なものは、１款使用料及び手数料１項使用料

６８８万円を計上しております。 

次に歳出について御説明を申し上げます。３ページをお開きください。１款総務費１

項総務管理費は６７８万２,０００円を計上しておりますが、駐車場管理委託料が主な

ものでございます。２項繰出金は存目としております。２款予備費は１０万円を計上し

ております。以上が当初予算の主な内容でございます。議案のあとに、予算に関する説

明書を添付しておりますので、御参照をいただきたいと思っております。 

続きまして、議案第１９号令和４年度長与町国民健康保険特別会計予算につきまして

御説明を申し上げます。予算書の１ページをお開きください。令和４年度予算の総額は



歳入歳出それぞれ４１億２,１３３万９,０００円としております。この予算額は前年度

と比較して１億７,８５５万３,０００円、４.５％の増額となっております。内容につ

きましては２ページからの第１表歳入歳出予算により御説明を申し上げます。歳入の１

款国民健康保険税は７億５,７９５万６,０００円を計上しております。２款使用料及び

手数料は督促手数料として５０万円を計上しております。３款県支出金１項県補助金は、

保険給付費の財源及び事業費補助として県から交付されるもので、３１億２,０２６万

９,０００円を計上しております。４款財産収入は存目計上です。５款繰入金１項他会

計繰入金は、一般会計からの繰入金として２億３,８４０万４,０００円を計上しており

ます。６款繰越金は存目計上です。７款諸収入は、延滞金等に係る収入として４２０万

８,０００円を計上しております。 

次に歳出につきまして御説明を申し上げます。３ページをお開きください。１款総務

費は、国民健康保険事業の一般事務や国民保険税の賦課、徴収に係る経費として２,６

３１万６,０００円を計上しております。２款保険給付費は、被保険者の診療等におけ

る給付に係る費用で３０億７,７４５万円を計上しております。３款国民健康保険事業

費納付金は、都道府県単位での国民健康保険財政運営のため長崎県へ納付するもので、

９億３,４２０万８,０００円を計上しております。４款保健事業費は、被保険者の疾病

予防や特定健診及び特定保健指導の実施に係る経費として６,５２４万１,０００円を計

上しております。５款基金積立金は存目計上でございます。６款公債費は１００万円を

計上しております。７款諸支出金は、過年度の県支出金の精算金等として７１２万３,

０００円を計上しております。４ページをお開きください。８款予備費は１,０００万

円を計上しております。以上が当初予算の主な内容でございます。議案のあとに、予算

に関する説明書を添付しておりますので、御参照をいただきたいと思っております。 

続きまして、議案第２０号令和４年度長与町後期高齢者医療特別会計予算につきまし

て御説明を申し上げます。予算書の１ページをお開きください。令和４年度予算の総額

は歳入歳出それぞれ６億１,０２５万４,０００円としております。この予算額は前年度

比と比較して４,７９２万３,０００円、率にして８.５％の増となっております。内容

につきましては２ページからの第１表歳入歳出予算により御説明を申し上げます。歳入

の１款後期高齢者医療保険料は４億９,５４３万２,０００円を計上しております。２款

使用料及び手数料は、督促手数料として３万２,０００円を計上しております。３款繰

入金は、一般会計からの繰入金として１億１,３７８万４,０００円を計上しております。

４款繰越金は存目計上でございます。５款諸収入は、償還金及び還付加算金等として１

００万５,０００円を計上しておるところでございます。 

次に歳出について御説明を申し上げます。３ページをお開きください。１款総務費は、

後期高齢者医療の一般事務や後期高齢者医療保険料の賦課徴収に係る経費として４６３

万５,０００円を計上しております。２款後期高齢者医療広域連合納付金は、保険基盤

安定負担金及び被保険者から徴収した保険料等を長崎県後期高齢者医療広域連合へ納付



するもので６億３６１万８,０００円を計上しております。３款諸支出金は、償還金及

び還付加算金等として１００万１,０００円を計上しております。４款予備費は１００

万円を計上しております。以上が当初予算の主な内容でございます。議案のあとに、予

算に関する説明書を添付しておりますので、御参照をいただきたいと思っております。 

続きまして、議案第２１号令和４年度長与町介護保険特別会計予算につきまして御説

明を申し上げます。予算書の１ページをお開きください。令和４年度保険事業勘定の総

額を歳入歳出それぞれ２９億２,１９３万７,０００円、介護サービス事業勘定の総額を

歳入歳出それぞれ３,１５１万２,０００円としております。この予算規模は前年度と比

較して、保険事業勘定が１,９２６万２,０００円、率にして０.７％の増、介護サービ

ス事業勘定が３７万５,０００円、率にして１.２％の増となっております。 

それでは歳入歳出につきまして保険事業勘定から御説明を申し上げます。予算書の２

ページをお開きください。保健事業勘定の歳入でございますが、１款保険料では第１号

被保険者の保険料７億８４２万５,０００円を計上しております。２款使用料及び手数

料は督促手数料でございます。３款国庫支出金１項国庫負担金は介護給付費負担金４億

９,８１４万５,０００円を、２項国庫補助金は、調整交付金及び地域支援事業交付金、

保険者機能強化推進交付金及び保険者努力支援交付金１億２,１６５万円を計上してお

ります。４款支払基金交付金は第２号被保険者の保険料相当分で、介護給付費交付金及

び地域支援事業支援交付金７億４,８９４万６,０００円を計上しております。５款県支

出金１項県負担金は介護給付費負担金３億５,７８３万６,０００円を、２項県補助金は

地域支援事業交付金３,２８６万９,０００円を計上しております。６款財産収入は存目

計上でございます。７款繰入金１項一般会計繰入金は、介護給付費繰入金、地域支援事

業繰入金、その他一般会計繰入金及び低所得者保険料軽減繰入金４億４,１３７万円を、

２項基金繰入金は介護給付費準備基金繰入金として２６０万３,０００円をそれぞれ計

上しております。８款繰越金は１,０００万円を計上しております。９款諸収入１項延

滞金、加算金及び過料、２項町預金利子につきましては存目計上でございます。３項雑

入につきましては第三者納付金、返納金及び雑入１万６,０００円を計上しております。 

次に歳出につきまして御説明を申し上げます。３ページをお開きください。１款総務

費１項総務管理費は１,１０３万５,０００円を計上しております。２項徴収費は納付書

郵送による経費のほか、コンビニ収納手数料等を含め２８３万１,０００円、３項介護

認定審査会費は、認定審査会及び認定調査に係る経費など３,３７７万９,０００円を計

上しております。４項趣旨普及費は介護保険資料作成として３４万７,０００円、５項

介護保険運営協議会費は、運営協議会開催経費など９２万２,０００円を計上しており

ます。２款保険給付費は、要支援及び要介護認定を受けた方が利用するサービスに対す

る給付費で２６億３,３７９万６,０００円を計上しております。３款地域支援事業費は、

１項介護予防・生活支援サービス事業費として１億２,００８万円、２項一般介護予防

事業費２,０００万２,０００円、３項包括的支援事業・任意事業費７,９７９万１,００



０円をそれぞれ計上しておるところでございます。４款基金積立金は介護給付費準備基

金積立金、５款公債費は一時借入金利子を計上しております。６款諸支出金は、１項償

還金及び還付加算金として７１万１,０００円を、２項繰出金は介護サービス事業勘定

並びに一般会計繰出金として８３４万２,０００円を計上しておるところでございます。

７款予備費は１,０００万円を計上しております。 

次に介護サービス事業勘定につきまして御説明を申し上げます。４ページをお開きく

ださい。介護サービス事業勘定の歳入でございますが、１款サービス収入は、地域包括

支援センターが行う要支援１、要支援２の方のケアプラン作成及び総合事業対象者の方

の介護予防ケアマネジメント作成に係る収入として、２,８９０万７,０００円を計上し

ております。２款繰越金及び３款諸収入につきましては存目で計上しております。４款

繰入金は、保険事業勘定からの繰入金で２６０万３,０００円を計上しております。 

次に歳出について御説明を申し上げます。５ページをお開きください。１款事業費１

項指定介護予防支援事業費は、包括支援センター専門員の報酬、居宅事業者へのケアプ

ラン作成委託料など、２,８８３万１,０００円を計上しております。２項介護予防・日

常生活支援総合事業費は、介護予防ケアマネジメント作成委託料２６８万１,０００円

を計上しております。６ページをお開きください。第２表債務負担行為では、長与町高

齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画策定業務につきまして、期間及び限度額を定め

ております。以上が当初予算の主な内容でございます。議案のあとに予算に関する説明

書を添付しておりますので、御参照願います。 

続きまして、議案第２２号令和４年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別

会計予算につきまして、予算書の１ページをお開きください。令和４年度の予算総額を

歳入歳出それぞれ１２億２,５１３万８,０００円として、事業の推進を図ってまいりた

いと考えております。歳入歳出予算の主な内容につきまして、２ページからの第１表歳

入歳出予算により御説明を申し上げます。歳入につきまして、１款１項国庫補助金を１

億８,２８２万７,０００円、２款１項県補助金を３,７５６万５,０００円、３款１項一

般会計繰入金を１０億２７４万２,０００円、４款１項繰越金を２００万円、それぞれ

計上をしております。次に歳出について御説明を申し上げます。３ページをお開きくだ

さい。１款１項都市計画費を１２億２５３万４,０００円計上しております。主な内容

といたしましては、高田南土地区画整理事業に係る長崎県への事業委託料でございます。

２款１項公債費では、起債償還金として２,０６０万４,０００円を計上しております。

最後に３款１項予備費として２００万円を計上しております。 

以上が当初予算の主な内容でございます。議案のあとに、予算に関する説明書を添付

しておりますので、御参照いただきたいと思っております。 

続きまして、議案第２３号令和４年度長与町水道事業会計予算につきまして、予算書

の１ページをお開き願います。第２条（業務の予定量）としまして、令和４年度末給水

戸数を１万５,９８７戸、年間総給水量を３７２万９,７４１立方メートル、一日平均給



水量を１万２１８立方メートルと見込んでおり、また主要な建設改良事業の事業費とし

て７,０００万円を計上しております。第３条（収益的収入及び支出の予定額）としま

して、収入では第１款水道事業収益８億１,９０２万３,０００円を見込んでおります。

主なものとして、営業収益の７億４,７４４万３,０００円、内訳として、上水道給水収

益７億１,１０３万９,０００円が主なものでございます。営業外収益は７,１５７万円、

内訳として、長期前受金戻入７,１４０万９,０００円が主なものでございます。そのほ

か特別利益を計上しております。支出では、第１款水道事業費用７億２,７７３万６,０

００円を計上しております。主なものといたしまして、営業費用の６億９,５２１万５,

０００円でございます。主な内訳といたしまして、水道施設等の維持管理等に要する費

用として、原水及び浄水費で２億５,８７４万３,０００円、配水及び給水費で８,３８

９万５,０００円、また減価償却費として２億３,０７４万５,０００円などを計上して

おります。営業外費用では３,１４３万１,０００円を計上しており、主に企業債利息及

び消費税等に要する費用となっております。そのほか特別損失、予備費を計上しており

ます。第４条（資本的収入及び支出）の予定額としまして、収入では、第１款資本的収

入２億１,７３７万５,０００円を見込んでおります。これは企業債１億５,０００万円

と工事負担金などの負担金６,７３７万５,０００円でございます。支出では、第１款資

本的支出３億４,６４３万５,０００円を計上しております。主なものは、道ノ尾自由ヶ

丘団地水道施設整備工事及び高田地区（高田南）配水管布設工事などの建設改良費３億

６４８万６,０００円及び企業債償還金３,７９４万９,０００円でございます。なお、

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１億２,９０６万円は、当年度分消費税

及び地方消費税資本的収支調整額２,０２６万４,０００円、過年度分損益勘定留保資金

１億８７９万６,０００円で補填する予定でございます。２ページをお開きください。

第５条（企業債）につきましては、水道施設整備の事業費に充てる目的で１億５,００

０万円の起債を予定しております。第６条（一時借入金）につきましては借入限度額を

３億円としております。第７条（予定支出の各項の経費の金額の流用）につきましては、

営業費用と営業外費用及び特別損失間において予算の流用を可能とすることをお願いす

るものでございます。第８条（議会の議決を経なければ運用することのできない経費）

につきましては、職員給与費９,２３３万９,０００円及び交際費９万９,０００円を予

定しております。第９条（たな卸資産購入限度額）につきましては６０８万３,０００

円を予定いたしております。 

以上が当初予算の主な内容でございます。議案のあとに予算に関する説明書を添付し

ておりますので、御参照をいただきたいと思っております。 

続きまして、議案第２４号令和４年度長与町下水道事業会計予算につきまして御説明

を申し上げます。まず予算書の１ページをお開きください。第２条（業務の予定量）と

しまして、令和４年度末排水戸数を１万６,０２０戸、年間総排水量を３７９万１,１２

０立方メートル、一日平均排水量を１万３８７立方メートルと見込んでおります。また、



建設改良事業として４億５,８０２万４,０００円を予定し、国庫補助対象事業として２

億９,４１２万円を行う予定としております。第３条（収益的収入及び支出）の予定額

としまして、まず収入では、第１款下水道事業収益１０億１,９２１万５,０００円を見

込んでおります。主なものといたしましては営業収益６億８,８２９万８,０００円、内

訳として、下水道使用料６億８,３９４万４,０００円が主なものでございます。営業外

収益では３億３,０８５万９,０００円、内訳を申し上げますと、他会計負担金１億円及

び長期前受金戻入２億３,０４６万９,０００円が主なものでございます。支出では、第

１款下水道事業費用９億３,４６４万円を計上いたしております。主なものといたしま

しては営業費用の８億６,７７６万４,０００円でございます。主な内訳でございますけ

れども、下水道施設の維持管理等に要する費用として、管渠費、処理場費で３億１,７

９７万８,０００円、また減価償却費として４億７,２３８万７,０００円などを計上し

ております。営業外費用では６,５５７万６,０００円を計上しており、主に企業債利息

及び消費税等に要する費用となっております。そのほか特別損失、予備費を計上してお

ります。第４条（資本的収入及び支出）の予定額としまして、収入では第１款資本的収

入３億７,９６３万６,０００円を見込んでおります。これは建設改良費への充当分とし

て、企業債２億５,３００万、国庫補助金１億２,５４０万、受益者負担金４６万円、そ

の他資本収入７７万６,０００円でございます。支出では、第１款資本的支出６億４,５

５０万９,０００円を計上しております。主なところは、下水道管路施設の新設、更新、

及び長与浄化センターの耐震対策に係る実施設計業務などの設計改良費４億５,８３５

万４,０００円及び企業債償還金１億８,６１５万５,０００円でございます。なお、資

本的収入額が資本的支出額に対し不足する額２億６,５８７万３,０００円でございます

が、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額３,０７３万円、過年度分損益勘

定留保資金２億３,５１４万３,０００円で補填をする予定でございます。第５条（債務

負担行為）につきましては、水洗便所改造資金に対する利子補給補助金として、住民が

借り入れた資金に対して、令和５年度から令和９年度までの期間に金融機関へ支払う利

息相当額を限度額とし、債務の負担を行う予定としております。上記事業に伴い、借入

資金に対する債務不履行時の損失補償として、借入金の償還期限到来後３か月を経過し

た日から履行の日までの期間につき、元金及び遅延利息の合計額を限度額として債務負

担を行う予定としております。２ページをお開きください。第６条（企業債）につきま

して、建設改良費に充てる目的で２億５,３００万円の起債を予定しております。第７

条（一時借入金）につきましては、借入限度額を３億円としております。第８条（予定

支出の各項の経費の金額の流用）につきましては、営業費用と営業外費用及び特別損失

間において、予算の流用を可能とすることをお願いするものでございます。第９条（議

会の議決を経なければ流用することのできない経費）につきましては、職員給与費５,

４２７万８,０００円及び交際費６万円を予定しておるところでございます。 

以上が当初予算の主な内容でございます。議案のあとに、予算に関する説明書を添付



しておりますので、御参照をお願いしたいと思っております。 

以上が議案第１７号から第２４号までの提案理由でございます。御審議のほどよろし

くお願い申し上げます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

日程第３２、議案第２５号長与町固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題

とします。ただいま議題とした議案について、提案理由の説明を求めます。 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

それでは、議案第２５号長与町固定資産評価審査委員会委員の選任につきまして、提

案理由を申し上げます。現在、長与町固定資産評価審査委員会委員としてお願いしてお

ります宮﨑安枝氏の２期目の任期が、令和４年５月７日をもって任期満了となります。

つきましては、宮﨑氏の後任として北島宏昌氏の選任をお願いいたしたく、地方税法第

４２３条第３項の規定により御提案申し上げる次第でございます。北島氏は不動産鑑定

士の資格を有し、町内の状況も把握しておられ、固定資産評価の実態にも精通されてい

る方で、固定資産評価審査委員会委員として適任であると確信をいたしておりますので、

御同意を賜りますようお願い申し上げます。以上でございます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

以上で本日の日程は全部終了しました。 

明日も定刻より本会議を開きます。本日はこれで散会いたします。 

（散会 １１時５３分） 

 

 

 

 


